
 

川越市中小企業事業資金融資利子補給金交付要綱  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、市が中小企業者等の金利負担を軽減し、市内産

業の振興に資するため、融資取扱金融機関に対し予算の範囲内にお

いて利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとす

る。  

２ 前項の利子補給金の交付に関しては、川越市補助金等の交付手続

等に関する規則（昭和５４年規則第９号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。  

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。  

 ⑴ 中小企業事業資金融資  次に掲げる要綱の定めによる融資をい

う。  

ア 川越市新規創業者支援資金融資要綱（平成１３年７月２日市

長決裁）  

イ  川越市特別小口無担保無保証人融資要綱（平成１９年９月 

２５日市長決裁）  

ウ 川越市中小企業中口事業資金融資要綱（平成１９年９月２５  

日市長決裁）  

エ 川越市小規模企業者セーフティ融資要綱（平成２２年１２月

１日市長決裁）  

⑵ 融資取扱金融機関 埼玉県信用保証協会と債務保証契約を締結

した金融機関であって、前号アからエまでに掲げる要綱に規定す

るものをいう。  

（協定の締結） 

第３条 利子の補給は、この要綱に定めるもののほか、市及び融資取

扱金融機関との間で締結する協定に基づき行うものとする。  

（利子補給金の対象となる融資等） 

第４条 利子補給金の対象となる中小企業事業資金融資の種類及び利



 

子補給率は、別表のとおりとする。 

 （利子補給金の交付）  

第５条 利子補給金の交付は、市の会計年度を前期及び後期の２回に

分けて行うものとする。  

２ 前項に規定する前期及び後期の利子補給金の算出は、それぞれ次

に掲げる算式によるものとする。  

 ⑴ 前期  

算式  

（４月末日の貸付残高＋８月末日の貸付残高）  
×利子補給率÷２  

             ２  

 ⑵ 後期  

算式  

（１０月末日の貸付残高＋２月末日の貸付残高）  
×利子補給率÷２  

             ２  

３  前項の規定により算出した前期又は後期に係る利子補給金の額

（次項において「算出額」という。）が１，０００円未満であるとき

は、利子の補給は行わない。  

４ 算出額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てた額とする。  

 （利子補給金の交付期間）  

第６条 利子補給金を交付する期間は、中小企業事業資金融資を行っ  

た時の借入期間とする。  

 （申請書の様式等）  

第７条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりと

する。 

２ 前項の申請書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める日とし、その提出部数は、１部とする。  

⑴ 前期 当該会計年度の９月２０日  

⑵ 後期 当該会計年度の３月２０日 

３ 規則第４条第２項第５号に規定する市長が定める事項を記載した

書類は、様式第２号のとおりとする。 



 

４ 規則第４条第１項第２号及び第３号に掲げる事項の記載は、要し

ない。 

５ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類

の添付は、要しない。 

（交付決定通知書の様式） 

第８条 規則第７条第１項の通知書の様式は、様式第３号のとおりと

する。 

（報告及び調査）  

第９条 市長がこの要綱に基づく利子補給金の交付に係る中小企業事  

業資金融資に関して報告を求め、又は当該融資に関する帳簿、書類  

等を調査する場合は、融資取扱金融機関は、これに協力しなければ  

ならない。  

（利子補給の終了）  

第１０条 市長は、利子補給金の交付に係る中小企業者等が次に掲げ  

る事由に該当する場合は、利子の補給を終了するものとする。  

⑴ 廃業した場合  

⑵ 個人にあっては住所及び事業所を、法人にあっては事業所を市  

外に移転した場合  

⑶ 手形交換取引所の取引停止処分を受けた場合  

⑷ 融資取扱金融機関から埼玉県信用保証協会に対し代位弁済の請  

求があった場合  

 ⑸ 前各号に掲げる場合のほか、利子の補給を行うことについて適  

当でないと市長が認める場合  

２ 融資取扱金融機関は、第１項各号に掲げる事由が生じたときは、  

 速やかに様式第４号を市長に提出しなければならない。  

３ 第１項各号に掲げる事由が生じた場合には、次の各号の表の左欄

に掲げる当該事由が生じた日の属する月の区分に応じ、それぞれ同

表の右欄に掲げる貸付残高はないものとみなして、第５条第２項の

規定を適用するものとする。  

 



 

 ⑴ 第５条第２項第１号に規定する前期の算式  

利子補給の終了事由が

生じた日の属する月  
読み替える貸付残高  

３月及び４月  ４月末日の貸付残高＋８月末日の貸付残高  

５月から８月まで  ８月末日の貸付残高  

⑵ 第５条第２項第２号に規定する後期の算式  

利子補給の終了事由が

生じた日の属する月  
読み替える貸付残高  

９月及び１０月  １０月末日の貸付残高＋２月末日の貸付残高  

１１月から２月まで  ２月末日の貸付残高  

 （利子補給金の返還）  

第１１条 市長は、前条第１項の規定により利子の補給を終了する場  

合において、当該終了により減少することとなる部分に関し既に利  

子補給金が交付されているときは、前条第３項の規定を適用して算  

出した利子補給金の額との差額の返還を命ずることができる。  

（書類の整備等）  

第１２条 利子補給金の交付を受けた融資取扱金融機関は、利子補給

金の交付に係る関係書類を整備し、利子補給金の交付を受けた日の

属する会計年度の翌会計年度の４月１日から起算して５年間保管し

なければならない。  

（その他）  

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。  

附 則  

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

２ この要綱は、この要綱の施行の日以後に中小企業事業資金融資に

ついて定める要綱の規定による申込みをし、当該申込みに基づき融

資取扱金融機関が行った中小企業事業資金融資について適用する。  

   附 則  

 この要綱は、令和４年２月１０日から施行する。  

 



 

別表（第４条関係）  

中小企業事業資金融資の種類  利子補給率  

川越市新規創業者支援資金融資要綱の定めに

よる融資  
年０．３％  

川越市特別小口無担保無保証人融資要綱の定

めによる融資  
年０．１％  

川越市中小企業中口事業資金融資要綱の定め

による融資（事業承継に係るものを除く。）  
年０．１％  

川越市中小企業中口事業資金融資要綱の定め

による融資（事業承継に係るものに限る。）  
年０．３％  

川越市小規模企業者セーフティ融資要綱の定

めによる融資  
年０．１％  

 


